
秋田市行政組織規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和５年５月８日

秋田市長 穂 積 志

秋田市規則第22号

秋田市行政組織規則の一部を改正する規則

秋田市行政組織規則（昭和56年秋田市規則第18号）の一部を次のように

改正する。

第28条を次のように改める。

第28条 削除

附 則

この規則は、公布の日から施行する。


